
※工事エリアへの無理な立ち入りは絶対におやめください。※

※工事の過程で門が新設されますが、使用の許可されている門からの進入をお願いします。※

令和８年１月５日より体育館の貸出しを再開いたします。

体育館までは仮設の渡り廊下を進んでください。
渡り廊下は点灯・消灯時間が設定されていますので、速やかなご帰宅をお願いいたします。近隣住宅と

隣接しておりますので、渡り廊下内での「おしゃべり」や「談笑」はお控えください。
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